
別紙１ 郵便局における電子証明書更新等業務の概要 

 

１ 委託先郵便局 

  別表１から３に掲げる郵便局とする。 

 

２ 委託業務 

（１）マイナンバーカードの電子証明書の発行・更新 

（２）マイナンバーカードの暗証番号の初期化・再設定 

（３）マイナンバーカードの券面記載事項の変更 

 

３ 委託開始時期 

  別表１に掲げる郵便局にあっては令和８年９月１日から、別表２に掲げる郵便局にあっては令

和８年 12 月１日から、別表３に掲げる郵便局にあっては令和９年３月１日から開始する。 

 

別表１ 

アイランドシティ郵便局 

福岡青葉郵便局 

福岡高美台郵便局 

和白郵便局 

博多月隈郵便局 

博多南郵便局 

福岡小笹郵便局 

福岡柏原郵便局 

福岡老司郵便局 

城南郵便局 

福岡原五郵便局 

福岡壱岐郵便局 

 

別表２ 

西戸崎郵便局 

福岡唐原郵便局 

福岡八田郵便局 

福岡東郵便局 

福岡流通センター内郵便局 

板付郵便局 

福岡小林郵便局 

福岡雑餉隈郵便局 

福岡大池郵便局 

福岡檜原郵便局 



福岡堤郵便局 

今宿郵便局 

 

別表３ 

香椎御幸郵便局 

志賀島郵便局 

福岡福浜郵便局 

福岡田島三郵便局 

福岡四箇田団地郵便局 

福岡野芥郵便局 

脇山郵便局 

北崎郵便局 

玄界島郵便局 

周船寺郵便局 

福岡能古郵便局 

元岡郵便局 


